
 

議案第９１号 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとおり制定

する。 

 

令和４年 ９ 月 ２ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（川崎市手数料条例の一部改正） 

第１条 川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２３０号中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同

条第２３１号中「第８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同条第２

４５号中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同条第

２４６号中「第８７条の３第６項」を「第８７条の３第７項」に改める。 

（川崎市福祉のまちづくり条例の一部改正） 

第２条 川崎市福祉のまちづくり条例（平成９年川崎市条例第３６号）の一部

を次のように改正する。 

⑷ 旧条例第５条第１項の適用については、同項中「次の各号に区分して、

当該各号に掲げる割合」とあるのは、「川崎市職員退職手当支給条例の

一部を改正する条例（令和４年川崎市条例第   号）による改正後の川

崎市職員退職手当支給条例第５条第１項各号に区分して、当該各号に掲

げる割合」とする。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 ６０歳に達した日以後に非違によることなく退職した者に対する退職手当を

定年退職の場合の退職手当と同様に算定することとすること、国及び他の地方

公共団体との均衡を考慮して退職手当の支給の割合を見直すこと等のため、こ

の条例を制定するものである。 



 

  第２５条中「同条第５項若しくは第６項」を「同条第６項若しくは第７項」

に改める。 

（川崎市建築基準条例の一部改正） 

第３条 川崎市建築基準条例（昭和３５年川崎市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

第６１条第２項中「第８６条の４第１項」を「第８６条の４」に改める。 

第６２条中「第８５条第５項又は第６項」を「第８５条第６項又は第７項」

に改める。 

（川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の

一部改正） 

第４条 川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条

例（平成２８年川崎市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条中「第８５条第５項又は第６項」を「第８５条第６項又は第７項」

に改める。 

  第１２条中「第８６条の４第１項」を「第８６条の４」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の整理を行うため、この条例を制定

するものである。 


